
   

 

共済会規約第24条の貸付金の貸付期間及び返済方法について  

               

                     昭30.5.6 共済会報 

                                                   令4.8.8 共済報改正  

 

みだしについて、次のとおり取扱う。 

１ 貸付期間 

 （１）一般貸付金（共済会規約第２１条第１項による貸付金） 

     １２ヵ月 ２４ヵ月 ３６ヵ月 ４８ヵ月 

 （２）教育貸付金（共済会規約第２１条第２項による貸付金） 

     ４８ヵ月  

 

２ 返済方法 

  貸付を受けた翌月から毎月給料受領の際、次の割合により継続して返済しなければならない。

ただし、教育貸付金においては貸付を受けた翌月から会員の扶養する子が大学または短期大学

等に入学する学年の始期（４月）の前月までは貸付金の返済を据え置き、利子額のみ毎月給料

受領の際に支払うものとする。 

 

（１） 一般貸付金返済月額表 

 

貸付金 貸付期間 毎月返済額 最終月返済額 

  １０万円 １２ヵ月    ８，５００円    ７，９５５円 

  ２０万円 ２４ヵ月    ８，６００円     ７，８４２円 

  ３０万円 ３６ヵ月    ８，７００円     ８，１１３円 

  ４０万円 ４８ヵ月    ８，９００円    ３，８５３円 

  ５０万円 ４８ヵ月   １１，１００円    ６，０６６円 

  ６０万円 ４８ヵ月   １３，３００円    ８，２７２円 

  ７０万円 ４８ヵ月   １５，５００円    １０，４８６円 

  ８０万円 ４８ヵ月   １７，７００円    １２，６９５円 

  ９０万円 ４８ヵ月   １９，９００円   １４，９０４円 

 １００万円 ４８ヵ月   ２２，１００円    １７，１０９円 

  （注） 上表による利子額の総計は、年利２．７％相当額とする。 

   

 

 

 



   

（２）教育貸付金返済月額表（年俸者を除く） 

 

貸付金 貸付期間 毎月返済額 最終月返済額 賞与返済回数 

  ５０万円  ４８ヵ月  ８，１００円   ６，１２０円 ８回 

 １００万円  ４８ヵ月 １６，２００円 １２，２６１円 ８回 

 １５０万円  ４８ヵ月 ２４，３００円 １８，４０５円 ８回 

 ２００万円  ４８ヵ月 ３２，３００円 ３１，０５８円 ８回 

 ２５０万円  ４８ヵ月 ４０，４００円 ３７，１９６円 ８回 

 ３００万円  ４８ヵ月 ４８，５００円 ４３，３４０円 ８回 

  （注） 賞与返済額は、毎月返済額の２倍相当額とする。 

上表による利子額の総計は、年利１．６％相当額とする。 

 

（３）教育貸付金返済月額表（年俸者） 

 

貸付金 貸付期間 毎月返済額 最終月返済額 賞与返済回数 

  ５０万円  ４８ヵ月 １０，８００円   ８，８２１円 ０回 

 １００万円  ４８ヵ月 ２１，６００円 １７，６５９円 ０回 

 １５０万円  ４８ヵ月 ３２，３００円 ３１，３６０円 ０回 

 ２００万円  ４８ヵ月 ４３，１００円 ４０，２０１円 ０回 

 ２５０万円  ４８ヵ月 ５３，９００円 ４９，０４４円 ０回 

 ３００万円  ４８ヵ月 ６４，６００円 ６２，７４２円 ０回 

（注）上表による利子額の総計は、年利１．６％相当額とする。 

 

（４）教育貸付金 貸付金返済据え置き期間中の利子支払月額表 

 

貸付金 毎月利子支払額 

  ５０万円 ６６６円 

 １００万円 １，３３３円 

 １５０万円 ２，０００円 

 ２００万円 ２，６６６円 

 ２５０万円 ３，３３３円 

 ３００万円 ４，０００円 

（注） 上表による利子額は、年利１．６％相当額とする。 

 

 付  則 

この取扱いは、昭和３０年５月６日から実施する。 

  この取扱いの改正は、令和４年１２月９日から実施する。 


